
桜花学園大学 学 則 

 

第 １ 章 総  則 

（目 的） 

第 1 条 桜花学園大学（以下「本学」という。）は、教育基本法、学校教育法及び建学の精神に基

づき、学校法人桜花学園の設置目的である信念ある女性を育成することを基本目的として、

広く知識を授け、高い教養と専門的能力、豊かな人間性をかねそなえた優れた人材を育成

するとともに、保育学部にあっては教育学・保育学にかかわる学芸、学芸学部にあっては

人文・社会科学の諸分野にかかわる学芸を教授研究し、深く真理を探求して新たな知見を

創造し、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与することを目的と

する。 

２ 本学の設置する各学科における人材の養成に関する目的、その他の教育研究の目的は次の

各号に定めるとおりとする。 

(1) 保育学部保育学科は、豊かな教養と社会人としての基礎的能力、専門職としての豊かな専

門的知識・技能、自己開発能力を有し、人類の福祉と子どもの最善の利益に貢献しうる

高度の専門性を具えた有為な教育保育専門職の養成を目的とする。 

(2) 保育学部国際教養こども学科は、社会のグローバル化に対応した豊かな教養と基礎的能

力を有し、グローバルな視点に立って幼児期の教育保育を担い、人類の福祉と子どもの

最善の利益に貢献しうる高度の専門性を具えた有為な教育保育専門職の養成を目的とす

る。 

(3) 学芸学部英語学科は、幅広い教養と論理的・創造的な思考力及びグローバル化した社会に

おける実践的な英語コミュニケーション能力を有し、社会の各分野で貢献しうる有為な

人材の養成を目的とする 

３ 卒業認定・学位授与に関する方針、教育課程の編成方針、入学者受け入れ方針について

は別に定める。 

 

第 ２ 章 自己評価等 

（自己評価等） 

第 2 条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育

研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣

の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。 

３ 大学評価に関する事項は、別に定める。 

（教育内容等の改善） 

第 3 条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための組織を設け、研修及び研究を実施する。 

２ 前項の組織については、別に定める。 

 

第 ３ 章 学部・学科、収容定員及び修業年限 

（学部・学科及び収容定員） 

第 4 条 本学において設置する学部・学科及び収容定員は、次のとおりとする。 



 

  

 

 

 

（修業年限及び在学年限） 

第 5 条 本学学部の修業年限は、４年とする。 

ただし、８年をこえて在籍することはできない。 

 

第 ４ 章 学年、学期及び休業日 

（学 年） 

第 6 条 学年は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（学 期） 

第 7 条 学年を次の２学期に分ける。 

前 期 ４月１日から９月３０日まで 

後 期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第 8 条 休業日は、次のとおりとする。 

ただし、必要に応じ学長は休業日を臨時に変更することができる。 

（1）日曜日 

（2）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日 

（3）春季、夏季、冬季休業日 

（4）桜花学園創立記念日 ６月１０日 

２ 前項第３号の休業日は別に定める。 

３ 前項各号に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。 

 

第 ５ 章 入学、編入学、再入学、休学、復学、転学部・転学科、留学、退学、除籍及び復籍 

 （入学の時期） 

第 9 条 入学の時期は、原則として、学年の始めとする。 

（入学志願者の資格） 

第 10 条 本学に入学志願できる者は、女子であって、次の各号の一に該当する者でなければなら

ない。 

（1）高等学校を卒業した者又は卒業見込みの者 

（2）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により、こ

れに相当する学校教育を修了した者 

（3）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定したもの 

（4）文部科学大臣が高等学校の課題と同等の課程を有するものとして認定した在 外教育施

設の当該課程を修了した者 

（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した 者（旧規

学 部 学 科 入学定員 編入学定員 収容定員 

保育学部 
保育学科 １３０人 ２人 ５２４人 

国際教養こども学科 ４５人 ３人 １８６人 

学芸学部 英語学科 ５０人 ５人 ２１０人 



程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（6）文部科学大臣の指定した者 

（7）その他相当の年齢に達し、大学において高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者 

（入学の志願手続） 

第 11 条 入学志願者は、本学所定の入学志願書に入学検定料及び次の各号に掲げる書類を添え

て、指定の期日までに提出しなければならない。 

（1）第１０条に該当することを証明する書類又は修了見込みを証明する書類 

（2）出身高等学校長もしくはこれに類する者の作成した調査書 

（入学者の選考） 

第 12 条 入学志願者に対しては、選考の上、合格者を決定する。 

２ 入学選考の期日及び方法については、別に定める。 

（入学手続及び入学許可） 

第 13 条 合格した者は、所定の期日までに保証人連署の誓約書及び住民票に入学金を添えて提

出しなければならない。 

２ 学長は、前項の手続を完了した者に対して入学を許可する。 

３ 学長は、正当な理由がなく前項に規定する手続をしない者に対しては、入学の許可を

取消すことができる。 

（保証人） 

第 14 条 保証人は、入学に係る一切の責任を負うことのできる者でなければならない。 

２ 本人もしくは保証人の身分の変動又は住所の変更等があった場合は、ただちに届け出

なければならない。 

（編入学） 

第 15 条 次の各号の一に該当する者で本学に編入学を志願する者があるときは、選考の上、学長

は３年次に入学を許可することができる。 

（1）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

（2）大学を卒業した者又は大学に２年以上在籍し、６２単位以上を修得した者 

（3）学校教育法第１３２条に規定する文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校専門課程

を修了した者 

（4）外国の大学において２年以上在籍し、６２単位以上を修得した者又は大学を卒業した者 

２ 前項の規定により、入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い

等については、別に定める。 

（再入学） 

第 16 条 本学を一度退学した者が再入学を願い出た時は、審査の上、学長は相当年次に入学を許

可することができる。 

２ 前項の規定により、再入学を許可された者の在籍中の修得単位は、これを認める。 

（休 学） 

第 17 条 疾病又はやむを得ない理由により、引続き３ヶ月以上学修することのできない者は、休

学願を提出し、その許可を得て、休学することができる。休学期間は、通算して４年を

超えることはできない。また、３年次編入者の休学期間は、通算して２年を超えること



はできない。 

２ 病気を理由とする休学願は医師の診断書を、その他の理由による休学願には保証人連

署による理由書を添付しなければならない。 

３ 休学の期間は、１年以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、さらに１年以内

の期間に限り休学を許可することができる。 

４ 休学の期間は、第５条のただし書きの在籍年数には、算入しない。 

５ 休学期間中は、授業料等の徴収はしない。 

（復 学） 

第 18 条 休学期間満了の者又は休学期間中においてもその理由が消滅した者は、復学願を提出

し、学長にその許可を得て、復学することができる。 

２ 病気が治癒したことを理由とする復学願には、医師の診断書を添付しなければならな

い。 

（転学部・転学科） 

第 19 条 転学部・転学科を希望する者は、審査の上、教授会の議を経て学長が許可することがあ

る。 

２ 転学部・転学科に関しての必要な事項は、別に定める。 

（留 学） 

第 20 条 本学に１年以上在学した者が、外国の大学またはこれに相当する高等教育機関への留

学を願い出た場合、教育上有益と認められるときは、次の条件で許可することがある。 

（1）留学期間は、原則として半年又は１年とし、２年を限度とする。 

（2）第５条の修業年限に算入することのできる期間は、１年以内とする。 

３ 留学に関する規程は、別に定める。 

（退 学） 

第 21 条 疾病又はやむを得ない理由により退学しようとする者は、退学願を提出し、学長の許可

を得なければならない。 

２ 病気を理由とする退学願には医師の診断書を、その他の理由による退学願には保証人

連署による理由書を添付しなければならない。 

（除 籍） 

第 22 条 次の各号の一に該当する者は、これを除籍することができる。 

（1）第５条に定める在籍年限をこえた者 

（2）第１７条第３項に定める休学期間をこえて、なお修学できない者 

（3）長期間にわたり行方不明の者 

（4）正当な理由がなく授業料を滞納し、督促しても、なお納付しない者 

（5）在学中に死亡した者 

（6）休学期間の合計が４年を超えた者 

（7）３年次編入者で休学期間の合計が２年を超えた者 

（復 籍） 

第 23 条 「除籍」となっている者のうち、次の場合にあっては、直近の教授会の議を経て、「復

籍」することができる。 

（1）長期間にわたる行方不明により除籍された者が、復籍を願い出た場合 



（2）授業料等未納により除籍された者が、未納授業料等を納入し、復籍を願い出た場 

  合 

 

第 ６ 章 教育課程及び履修方法等 

（授業科目） 

第 24 条 保育学部及び学芸学部における授業科目は、共に共通教育科目及び専門教育科目とす

る。 

ただし、資格を得ようとする学生のために当該課程及び自由科目を設けることができ

る。 

２ 授業科目の種類及び単位数等は、別表第１のとおりとする。 

（履修登録） 

第 25 条 学生は、毎学期の当初に履修すべき授業科目を登録しなければならない。 

２ 学生は、前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を修得する

ことはできない。 

（授業期間） 

第 26 条 １年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則とする。 

（授業の方法） 

第 27 条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 前項の授業は，多様なメディア（ICT）を高度に利用して，当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を，外国において履修させることができる。第２項の規定により，多様

なメディア（ICT）を高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場

合についても同様とする。 

４ 文部科学大臣が定めるところにより、第１項の授業の一部を校舎及び付属施設以外の

場所で行うことができる。 

（単位の計算方法） 

第 28 条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。 

（1）講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業時間をもって１単位とする。 

（2）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの授業時間をもって１単位

とする。 

（3）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は、実技のうち２以上の方法の併用

により行う場合については、前掲各号の組み合わせに応じ、別に定める時間をもって１

単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目の単位については、学修の成果を考

慮して、本学において定める単位とする。 

 

 

 



 

第 ７ 章 資格取得の課程 

（教職課程） 

第 29 条 教育職員免許状の所要資格を得ようとする学生のために、教職課程を置く。 

２ 前項の資格を得ようとする学生は、教育職員免許法並びに同法施行規則の定めるところに

従い、教科及び教職に関する科目を履修し、必要単位を修得しなければならない。 

３ 前項の授業科目及び単位数は、別表第２のとおりとする。 

４ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保育士課程） 

第 30 条 保育士資格を得ようとする学生のために、保育学部保育学科および国際教養こども学科

に児童福祉法及び同法施行規則並びに指定保育士養成施設の指定及び運営の基準に定める

教育課程を置く。 

２ 前項の資格を得ようとする学生は、児童福祉法及び同法施行規則並びに指定保育士養成施

設の指定及び運営の基準の定めるところに従い、その授業科目を履修し、必要単位を修得

しなければならない。 

３ 前項の授業科目及び単位数は、別表第３のとおりとする。 

 

第 ８ 章 卒業等 

学部名 学科名 免許状の種類 免許教科等 

保育学部 
保育学科 

幼稚園教諭１種免許状 

小学校教諭１種免許状 

特別支援学校教諭 1種

免許状 

 

 

知的障害者・

肢 体 不 自 由

者・病弱者 

国際教養こども学科 幼稚園教諭１種免許状  

学芸学部 英語学科 

中学校教諭１種免許状 

高等学校教諭１種免許

状 

英語 



（単位の授与） 

第 31 条 一授業科目の課程を修了した者に対しては、試験の上、所定の単位を与える。 

ただし、第２８条第２項については試験によらず学修の成果を評価し、単位を与えること

ができる。 

（成績の評価） 

第 32 条 成績の評価は、秀・優・良・可・不可の５段階とし、秀・優・良・可を合格とし、不可

を不合格とする。ただし合否の判定のみが行われる科目では、合格の場合の評価を「認」

とする。 

２ 成績の評価は、次のとおりとする。 

評点 評価 

１００  － ９０ 点 秀 

８９  － ８０ 点 優 

７９  － ７０ 点 良 

６９  － ６０ 点 可 

５９  － ０ 点 不可 

 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第 33 条 他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、教育上有益

と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、所定の単位を与えることができ

る。 

２ 前項の規定により、本学において修得したものとみなすことのできる単位数は、６０単位

を超えないものとする。 

ただし、保育士養成にかかわる授業科目についての単位認定は、第３５条に定める入学前

の単位認定を含めて３０単位を超えない範囲とする。 

３ 前２項の規定は、外国の大学又は短期大学に留学する場合においても準用することができ

る。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第 34 条 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修

を、教育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、所定の単位を与

えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条第１項により修得したものとみなす

単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

ただし、保育士養成にかかわる授業科目についての単位認定は、第３４条に定める入学前

の単位認定を含めて３０単位を超えない範囲とする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 35 条 入学前に大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む）において履修した授業科

目の単位を、教育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、所定の

単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位数は、６０単位を超えないものとする。ただし、

保育士養成にかかわる授業科目についての単位認定は、３０単位を超えない範囲とする。 



（卒 業） 

第 36 条 学長は、本学に所定の期間在学し、卒業に必要な１２４単位以上を修得し、学部の定め

る卒業要件資格を得た者に、学部教授会の意見を聴き、卒業を認定する。 

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき１２４単位のうち、第２７条第２項の授業

の方法により修得する単位数は６０単位を超えないものとする。 

３ 学長は、前項の規定により卒業を認定された者に、卒業証書・学位記を授与する。 

（学位の授与） 

第 37 条 前条の卒業者には、次の区分に従い学位を授与する。 

保育学部 
保育学科 学士（保育学） 

国際教養こども学科 学士（保育学） 

学芸学部 英語学科 学士（英 語） 

 

第 ９ 章 賞 罰 

（表 彰） 

第 38 条 学長は、他の模範となる学生を表彰することがある。 

（懲 戒） 

第 39 条 学長は、教育上必要と認める学生に懲戒を行うことができる。 

２ 懲戒の種類は訓告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当な理由がなく出席常でない者 

(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

第１０章 入学検定料、入学金、授業料及び教育充実費等 

（納付金） 

第 40 条 入学検定料、入学金、授業料及び教育充実費等の額は、別表第４のとおりとする。 

２ 授業料等納付金は、前期（納付期間４月）及び後期（納付期間１０月）に分けて納付しな

ければならない。 

３ 授業料等の納付手続等については、別に定める。 

４ 既納の授業料等納付金は、原則として返還しない。 

 

第１１章 教職員組織 

（教職員組織） 

第 41 条 本学に学長、副学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員、技術職員並びにその他

必要な職員を置く。 

２ 教職員に関する規程は、別に定める。 

 

第１２章 大学評議会及び学部教授会 

（大学評議会） 

第 42 条 学長は大学の教育研究に関して決定を行うに当たり、学部間の意見を聴き調整するため



に大学評議会を置く。 

２ 大学評議会は、学長、副学長、研究科長、学部長、学生部長、教務部長、図書館長、各学

部の教授２名の大学評議員をもって組織する。 

３ 大学評議会は、学長が招集し、議長となる。 

（大学評議会の審議事項） 

第 43 条 評議会は、次の各号に掲げる事項について、学長の求めに応じ意見を述べることができ

る。 

(1) 学則及び重要な学内規程の制定改廃に関する事項 

(2) 予算概算の方針に関する事項 

(3) 学部・学科の設置及び廃止に関する事項 

(4) 教員人事の方針に関する事項 

(5) 学生の学生生活ならびに賞罰に関する事項 

(6) 学生の定員に関する事項 

(7) 学部及び学内諸機関の連絡調整に関する事項 

(8) 自己点検・評価の方針に関する事項 

(9) その他教育研究に関する重要事項 

２ 本条に定めるもののほか、大学評議会に関し必要な事項は別に定める。 

（学部教授会） 

第 44 条 本学は、保育学部、学芸学部に、それぞれ学部教授会を置く。 

２ 学部教授会は、当該学部の専任の教授、准教授及び助教をもって組織する。 

３ 学部教授会は学部長が招集し、議長となる。 

（学部教授会の審議事項） 

第 45 条 学部教授会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長が決定するにあたり、意見

を述べるものとする。 

（1） 学生の入学、卒業及び課程の修了 

（2） 学位の授与 

（3） 前２号に定めるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が、教授会の意見を

聴くことが必要と認めるもの 

２ 教授会は前項に定めるもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する次の事

項を審議し、学長及び学部長の求めに応じ意見を述べることができる。 

（1） 教育課程及び授業に関する事項 

（2） 学生の成績評価に関する事項 

（3） 学生の退学、転学、留学、休学等に関する事項 

（4） 学生の賞罰に関する事項 

（5） 学生の学生生活に関する事項 

（6） 教員の選考及び資格審査に関する事項 

（7） 学部運営に関連する諸規程の制定及び改廃に関する事項 

（8） 自己点検・評価の方針に関する事項 

（9） その他学部の運営に関し、教授会が必要と認める事項 

 



第１３章 研究生、科目等履修生及び外国人留学生 

（研究生） 

第 46 条 本学で特定課題について指導を受けようとする者があるときは、本学の教育に支障がな

い限りにおいて当該学部の教授会の意見を聴き、学長は研究生として入学を許可すること

がある。 

２ 研究生に関して必要な事項は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第 47 条 本学の特定授業科目の履修を志願する者があるときは、本学の教育に支障がない限りに

おいて教授会の意見を聴き、学長は科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第 48 条 外国人で大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者が

あるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第１４章 公開講座 

（公開講座） 

第 49 条 社会人の教養を高め文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。 

 

第１５章 付属施設等 

（付属施設等） 

第 50 条 本学に教育研究の施設等を置くことができる。 

２ 教育研究の施設等に関することは、別に定める。 

 

第１６章 雑 則 

（委 任） 

第 51 条 この学則を施行するために必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この学則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 



(別表第１）

保育学部　保育学科
 

必修 選択 自由
現代社会と女性 2
女性とジェンダー 2
女性と家庭教育 2
芸術の世界 2
文学の世界 2
心の探求 2
生き方の探求 2
生活と経済 2
地域社会 2
人間と歴史 2
異文化理解 2
日本の文化 2
国際関係論 2
世界の宗教 2
環境の科学 2
食と生命の科学 2
生き物の社会 2
スポーツ健康論 2
スポーツⅠ 1
スポーツⅡ 1
統計学 2
社会調査法 2
情報社会論 2
コンピュータⅠ 1
コンピュータⅡ 1
NGO・NPO論 2
現代社会と企業 2
地域協力演習 2
インターンシップ（国内）Ａ 1
インターンシップ（国内）Ｂ 2
インターンシップ（海外）Ａ※ 1
インターンシップ（海外）Ｂ※ 2
インターンシップ（海外）Ｃ※ 3
インターンシップ（海外）Ｄ※ 4
ボランティア（海外） 2
海外英語資格実習 2
総合英語Ⅰ 1
総合英語Ⅱ 1
総合英語Ⅲ 1
総合英語Ⅳ 1
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
英語コミュニケーションⅢ 1
英語コミュニケーションⅣ 1
ポルトガル語と文化Ⅰ 1
ポルトガル語と文化Ⅱ 1
スペイン語と文化Ⅰ 1
スペイン語と文化Ⅱ 1
フランス語と文化Ⅰ 1
フランス語と文化Ⅱ 1
中国語と文化Ⅰ 1
中国語と文化Ⅱ 1
中国語と文化Ⅲ 1
中国語と文化Ⅳ 1
韓国語と文化Ⅰ 1
韓国語と文化Ⅱ 1
韓国語と文化Ⅲ 1
韓国語と文化Ⅳ 1
日本国憲法 2
海外研修Ａ 2
海外研修Ｂ 4
基礎演習Ⅰ 1
基礎演習Ⅱ 1
エクステンション科目 6

エクステンション科目については別に定める。
※ インターンシップ（海外）として取得できる単位は卒業までに4単位を上限とする。

区分 授業科目名
単位

教
養
科
目

共
通
教
育
科
目

基
礎
科
目

備　　　　　考

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

必修単位を含み
30単位以上を修
得のこと。

2単位以上選択
必修

1単位以上選択
必修

必修単位を除き
2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

1言語2単位以上
選択必修



必修 選択 自由
教育原理 2
保育原理 2
子ども家庭福祉Ⅰ 2
子ども家庭福祉Ⅱ 1
社会福祉 2
子ども家庭支援論 2
社会的養護Ⅰ 2
社会的養護Ⅱ 1
保育者論 2
教育職論 2
教育制度 2
発達心理学 2
子ども家庭支援の心理学 2
子ども理解の理論と方法 2
教育心理学 2
特別支援基礎論 1
保幼小連携基礎論 1
保幼小連携総論 1
保育・教育特講Ⅰ 1
保育・教育特講Ⅱ 1
教育課程論 2
保育カリキュラム論 2
保育内容総論 2
保育内容指導法（健康） 2
保育内容指導法（人間関係） 2
保育内容指導法（環境） 2
保育内容指導法（言葉） 2
保育内容指導法（表現） 2
国語科教育法 2
社会科教育法 2
算数科教育法 2
理科教育法 2
生活科教育法 2
音楽科教育法 2
図画工作科教育法 2
家庭科教育法 2
体育科教育法 2
英語科教育法 2
道徳教育の指導法 2
特別活動・総合的な学習の時間の指導法 2
生徒・進路指導論 2
教育の方法 2
幼児と健康 1
幼児と人間関係 1
幼児と環境 1
幼児と言葉 1
幼児と表現 1
国語 1
社会 1
算数 1
理科 1
生活 1
音楽 1
図画工作 1
家庭 1
体育 1
英語 1
幼児音楽ⅠＡ 2
幼児音楽ⅠＢ 2
幼児音楽ⅡＡ 1
幼児音楽ⅡＢ 1
幼児造形Ⅰ 1
幼児造形Ⅱ 1
幼児体育Ⅰ 1
幼児体育Ⅱ 1
児童文化 2
子どもの保健 2
子どもの健康と安全 1
子どもの食と栄養Ⅰ 2
子どもの食と栄養Ⅱ 2
障害児保育 2
乳児保育Ⅰ 2
乳児保育Ⅱ 1

区 分 授 業 科 目 名

専
　
　
攻
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

専
　
　
　
門
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
科
　
　
　
目

必修単位を含み９４単位以上を
修得のこと。

単 位
備 考



乳児保育Ⅲ 1
教育相談Ａ 1
教育相談Ｂ 1
子育て支援 1
医療保育Ⅰ 1
医療保育Ⅱ 1
多文化共生保育・教育論 1
特別支援教育論 2
知的障害児の心理・生理・病理 2
肢体不自由児の心理・生理・病理 2
病弱児の心理・生理・病理 2
知的障害教育論Ⅰ 2
知的障害教育論Ⅱ 2
肢体不自由教育論Ⅰ 2
肢体不自由教育論Ⅱ 2
病弱教育論 2
視覚障害児の心理・生理・病理 1
聴覚障害児の心理・生理・病理 1
発達障害の理解 1
視覚障害教育論 1
聴覚障害教育論 1
重複障害等教育論 1
教育実習Ⅰ 1
教育実習Ⅱ 1
教育実習Ⅲ 3
教育実習Ⅳ 3
教育実習Ⅴ 2
教育実習指導Ⅰ 1
教育実習指導Ⅱ 1
教育実習指導Ⅲ 1
教育実習指導Ⅳ 1
教育実習指導Ⅴ 1
教職実践演習（幼・小） 2
保育実習Ⅰ（保育所） 2
保育実習Ⅰ（施設） 2
保育実習Ⅱ 2
保育実習Ⅲ 2
保育実習指導Ⅰ（保育所） 1
保育実習指導Ⅰ（施設） 1
保育実習指導Ⅱ 1
保育実習指導Ⅲ 1
保育実践演習 2
学校インターンシップ指導 1
学校インターンシップ 1
海外幼児教育インターンシップ 2
総合演習ⅠＡ 1
総合演習ⅠＢ 1
総合演習ⅡＡ 1
総合演習ⅡＢ 1
卒業研究演習Ⅰ 1
卒業研究演習Ⅱ 1
卒業研究 2

保育学部　国際教養こども学科
 

必修 選択 自由
現代社会と女性 2
女性とジェンダー 2
女性と家庭教育 2
芸術の世界 2
文学の世界 2
心の探求 2
生き方の探求 2
生活と経済 2
地域社会 2
人間と歴史 2
異文化理解 2
日本の文化 2
国際関係論 2
世界の宗教 2
環境の科学 2
食と生命の科学 2
生き物の社会 2

専
　
　
攻
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

体
験
学
習
科
目

総
合
的
な
学
修
・

研
究
科
目

授業科目名

専
　
　
　
門
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
科
　
　
　
目

区分

教
養
科
目

共
通
教
育
科
目

必修単位を含み
30単位以上を修
得のこと。

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

備　　　　　考

必修単位を含み９４単位以上を
修得のこと。

単位



スポーツ健康論 2
スポーツⅠ 1
スポーツⅡ 1
統計学 2
社会調査法 2
情報社会論 2
コンピュータⅠ 1
コンピュータⅡ 1
NGO・NPO論 2
現代社会と企業 2
地域協力演習 2
インターンシップ（国内）Ａ 1
インターンシップ（国内）Ｂ 2
インターンシップ（海外）Ａ※ 1
インターンシップ（海外）Ｂ※ 2
インターンシップ（海外）Ｃ※ 3
インターンシップ（海外）Ｄ※ 4
ボランティア（海外） 2
海外英語資格実習 2
総合英語Ⅰ 1
総合英語Ⅱ 1
総合英語Ⅲ 1
総合英語Ⅳ 1
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
英語コミュニケーションⅢ 1
英語コミュニケーションⅣ 1
ポルトガル語と文化Ⅰ 1
ポルトガル語と文化Ⅱ 1
スペイン語と文化Ⅰ 1
スペイン語と文化Ⅱ 1
フランス語と文化Ⅰ 1
フランス語と文化Ⅱ 1
中国語と文化Ⅰ 1
中国語と文化Ⅱ 1
中国語と文化Ⅲ 1
中国語と文化Ⅳ 1
韓国語と文化Ⅰ 1
韓国語と文化Ⅱ 1
韓国語と文化Ⅲ 1
韓国語と文化Ⅳ 1
日本国憲法 2
海外研修Ａ 2
海外研修Ｂ 4
基礎演習Ⅰ 1
基礎演習Ⅱ 1
エクステンション科目 6

エクステンション科目については別に定める。
※

必修 選択 自由
保育原理 2
教育原理 2
子ども家庭福祉 2
社会福祉 2
子ども家庭支援論 2
社会的養護Ⅰ 2
社会的養護Ⅱ 1
保育者論 2
教育制度 2
発達心理学 2
子ども家庭支援の心理学 2
子ども理解の理論と方法 2
教育心理学 2
特別支援基礎論 1
保育カリキュラム論 2
保育内容総論 2
保育内容指導法（健康） 2
保育内容指導法（人間関係） 2
保育内容指導法（環境） 2
保育内容指導法（言葉） 2
保育内容指導法（表現） 2
教育の方法 2
幼児と健康 1

こ
ど
も
教
育
科
目

区 分

インターンシップ（海外）として取得できる単位は卒業までに4単位を上限とする。

授 業 科 目 名
単 位

専
門
教
育
科
目

共
通
教
育
科
目

基
礎
科
目

1言語2単位以上
選択必修

備 考

必修単位を含み
９４単位以上を
修得のこと。

必修単位を含み
30単位以上を修
得のこと。

1単位以上選択
必修

必修単位を除き
2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修



幼児と人間関係 1
幼児と環境 1
幼児と言葉 1
幼児と表現 1
幼児音楽Ａ 1
幼児音楽Ｂ 1
幼児造形Ａ 1
幼児造形Ｂ 1
幼児体育Ａ 1
幼児体育Ｂ 1
児童文化 2
子どもの保健 2
子どもの健康と安全 1
子どもの食と栄養 2
障害児保育 2
乳児保育Ⅰ 2
乳児保育Ⅱ 1
教育相談 1
子育て支援 1
海外の保育 2
多文化共生研究 2
地域研究Ⅰ　 2
地域研究Ⅱ 2
地域研究Ⅲ 2
地域研究Ⅳ 2
地域研究Ⅴ 2
地域研究Ⅵ 2
ことばのメカニズム 2
Teaching English for Children 2
チームビルディング実践 2
Study Abroad Preparation 1
Basic Communication in English I 1
Basic Communication in English II 1
Intermediate Communication in English I 1
Intermediate Communication in English II 1
海外語学研修 5
海外保育留学 10
国際教養総論 2
教育実習入門 1
教育実習Ⅰ 2
教育実習Ⅱ 2
教育実習指導Ⅰ 1
教育実習指導Ⅱ 1
教職実践演習（幼） 2
保育実践演習 2
保育実習Ⅰ（保育所） 2
保育実習Ⅰ（施設） 2
保育実習Ⅱ 2
保育実習Ⅲ 2
保育実習指導Ⅰ（保育所） 1
保育実習指導Ⅰ（施設） 1
保育実習指導Ⅱ 1
保育実習指導Ⅲ 1
海外保育フィールド・スタディ 2
海外幼児教育インターンシップ 2
総合演習Ａ 1
総合演習Ｂ 1
卒業研究演習Ⅰ 1
卒業研究演習Ⅱ 1
卒業研究 2

学芸学部　英語学科

必修 選択 自由
現代社会と女性 2
女性とジェンダー 2
女性と家庭教育 2
芸術の世界 2
文学の世界 2
心の探求 2
生き方の探求 2
生活と経済 2
地域社会 2
人間と歴史 2

教
養
科
目

こ
ど
も
教
育
科
目

国
際
教
養
科
目

実
習
科
目

演
習
科
目

共
通
教
育
科
目

専
門
教
育
科
目

備　　　　　考区分 授業科目名
単位

必修単位を含み
９４単位以上を
修得のこと。

ここから2単位
選択必修

必修単位を含み
30単位以上修得
のこと。

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修



異文化理解 2
日本の文化 2
国際関係論 2
世界の宗教 2
環境の科学 2
食と生命の科学 2
生き物の社会 2
スポーツ健康論 2
スポーツⅠ 1
スポーツⅡ 1
統計学 2
社会調査法 2
情報社会論 2
コンピュータⅠ 1
コンピュータⅡ 1
NGO・NPO論 2
現代社会と企業 2
地域協力演習 2
インターンシップ（国内）Ａ 1
インターンシップ（国内）Ｂ 2
インターンシップ（海外）Ａ※ 1
インターンシップ（海外）Ｂ※ 2
インターンシップ（海外）Ｃ※ 3
インターンシップ（海外）Ｄ※ 4
ボランティア（国内） 1
ボランティア（海外） 2
海外英語資格実習 2
ポルトガル語と文化Ⅰ 1
ポルトガル語と文化Ⅱ 1
スペイン語と文化Ⅰ 1
スペイン語と文化Ⅱ 1
フランス語と文化Ⅰ 1
フランス語と文化Ⅱ 1
中国語と文化Ⅰ 1
中国語と文化Ⅱ 1
中国語と文化Ⅲ 1
中国語と文化Ⅳ 1
韓国語と文化Ⅰ 1
韓国語と文化Ⅱ 1
韓国語と文化Ⅲ 1
韓国語と文化Ⅳ 1
日本語表現Ⅰ 1
日本語表現Ⅱ 1
日本語表現Ⅲ 1
日本語表現Ⅳ 1
日本国憲法 2
海外研修Ａ 2
海外研修Ｂ 4
基礎演習Ⅰ 1
基礎演習Ⅱ 1
エクステンション科目 6

エクステンション科目については別に定める。
※

必修 選択 自由
英語ベーシックⅠ 1
英語ベーシックⅡ 1
Listening and Speaking Ⅰ 2
Listening and Speaking Ⅱ 2
Listening and Speaking Ⅲ 2
Listening and Speaking Ⅳ 2
Communicative English Ⅰ 1
Communicative English Ⅱ 1
Reading and Writing Ⅰ 3
Reading and Writing Ⅱ 3
Reading and Writing Ⅲ 3
Reading and Writing Ⅳ 3
Academic Writing Ⅰ 2
Academic Writing Ⅱ 2
English Presentation Ⅰ 1
English Presentation Ⅱ 1
English Presentation Ⅲ 1

専
門
教
育
科
目

英
語
ベ
ー

シ
ッ

ク
（

ス
キ
ル
）

単位

教
養
科
目

基
礎
科
目

共
通
教
育
科
目

インターンシップ（海外）として取得できる単位は卒業までに4単位を上限とする。

区分 授業科目名

1言語2単位以上
選択必修

必修単位を含み
94単位以上修得
のこと。

1単位以上選択
必修

1単位以上選択
必修

1単位以上選択
必修

必修単位を含み
30単位以上修得
のこと。

2単位以上選択
必修

2単位以上選択
必修

備　　　　　考



English Presentation Ⅳ 1
English Phonetics Ⅰ 2
English Phonetics Ⅱ 2
英語基礎文法Ⅰ 1
英語基礎文法Ⅱ 1
英語資格講座ⅠＡ 1
英語資格講座ⅠＢ 1
英語資格講座ⅠＣ 1
英語資格講座ⅠＤ 1
英語資格講座ⅡＡ 1
英語資格講座ⅡＢ 1
英語資格講座ⅡＣ 1
英語資格講座ⅡＤ 1
Overseas Studies Ⅰ 4
Overseas Studies Ⅱ 4
Study Abroad Preparation A 1
Study Abroad Preparation B 1
日本研究 2
異文化研究 2
Asian Studies 2
Oceanian Studies 2
American Studies 2
British Studies 2
イギリス文学入門 2
アメリカ文学入門 2
Speech & PresentationⅠ 1
Speech & PresentationⅡ 1
企業研究 Ⅰ 2
企業研究 Ⅱ 2
International Relations 2
グローバルエコノミー 2
グローバルビジネス 2
Management 2
Marketing 2
フィールドワーク 2
中国語検定対策Ａ 1
中国語検定対策Ｂ 1
韓国語検定対策ⅠＡ 1
韓国語検定対策ⅠＢ 1
韓国語検定対策ⅡＡ 1
韓国語検定対策ⅡＢ 1
Media English 2
Business English 2
Interpretation 2
Translation 2
Extensive Reading I 2
Extensive Reading Ⅱ 2
American Literature 2
British Literature 2
English Linguistics 2
Theory of English Structure 2
Sociolinguistics 2
教職入門 2
英語学習と学習指導要領 2
English for ChildrenⅠ 2
English for ChildrenⅡ 2
Applied Linguistics 2
教育心理学 2
教育相談 2
教育課程論 2
英語科教育法 Ⅰ 2
英語科教育法 Ⅱ 2
英語科教育法 Ⅲ 2
英語科教育法 Ⅳ 2
Tourism English I 2
Tourism English Ⅱ 2
Comparative Cultural Studies 2
観光学概論 2
観光ホスピタリティ 2
旅行地誌 A（国内） 2
旅行地誌 B（海外） 2
観光マーケティング 2
観光とサブカルチャー 2
観光政策論 2
観光とメディア 2

専
門
教
育
科
目

教
育
コ
ー

ス

英
語
ベ
ー

シ
ッ

ク
（

ス
キ
ル
）

三
コ
ー

ス
共
通
科
目

英
語
コ
ー

ス

必修単位を含み
94単位以上修得
のこと。

観
光
コ
ー

ス

観光コースの学
生は、「観光
コース」の選択
科目から、16単
位以上修得のこ
と。

英語コースの学
生は、「英語
コース」の選択
科目から、16単
位以上修得のこ
と。

教育コースの学
生は、「教育
コース」の選択
科目から、16単
位以上修得のこ
と。



Basic Seminar Ⅲ 1
Basic Seminar Ⅳ 1
Seminar Ⅰ 1
Seminar Ⅱ 1
Seminar Ⅲ 1
Seminar Ⅳ 1
Graduation Research 4

資格取得に関する課程（自由科目）

必修 選択 自由
教育原理 2
道徳教育の指導法 2
生徒・進路指導論 2
特別支援基礎論 1
教育方法・技術論 2
特別活動・総合的な学習の時間の指導法 2
教育行政・制度論 2
教育実習指導 1
教育実習Ⅰ 4
教育実習Ⅱ 2
教職実践演習Ⅰ（中・高） 1
教職実践演習Ⅱ（中・高） 1
学校教育インターンシップ 2

授業科目名
単位

区分

専
門
教
育
科
目

ゼ
ミ
・
卒
業
研
究

必修単位を含み
94単位以上修得
のこと。

備　　　　　考



（別表第２）

・保育学部　保育学科

幼稚園教諭一種免許

必修 選択

 幼児と健康 1

 幼児と人間関係 1

 幼児と環境 1

 幼児と言葉 1

 幼児と表現 1

 保育内容総論 2

 保育内容指導法（健康） 2

 保育内容指導法（人間関係） 2

 保育内容指導法（環境） 2

 保育内容指導法（言葉） 2

 保育内容指導法（表現） 2

 教育原理 2

 保育者論 2

 教育制度 2

 教育心理学 2

 特別支援基礎論 1

 保育カリキュラム論 2

 教育の方法 2

 子ども理解の理論と方法 2

 教育相談Ａ 1

 教育実習指導Ⅰ 1

 教育実習指導Ⅲ 1

 教育実習Ⅰ 1

 教育実習Ⅲ 3

 教職実践演習（幼・小） 2

 発達心理学 2

 保幼小連携基礎論 1

 保幼小連携総論 1

 幼児音楽ⅠＡ 2

 幼児音楽ⅠＢ 2

 幼児体育Ⅰ 1

 幼児造形Ⅰ 1

 児童文化 2

小学校教諭一種免許

必修 選択

 国語 1

 社会 1

 算数 1

 理科 1

 生活 1

 音楽 1

 図画工作 1

授 業 科 目 名
単 位

備 考

 「大学が独自に設定する科
目」と最低修得単位を超えて
履修した「領域及び保育内容
の指導法に関する科目」又は
「教育の基礎的理解に関する
科目」「道徳、総合的な学習
の時間等の指導法及び生徒指
導、教育相談等に関する科
目」「教育実践に関する科
目」について、併せて14単位
以上修得のこと。

 領域及び
保育内容
の指導法
に関する
科目

 教育の基
礎的理解
に関する
科目

 道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

科 目 区 分

領域に関する専門的事項

保育内容の指導法（情報機器及び教
材の活用を含む。）

教育の理念並びに教育に関する歴史
及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内
容（チーム学校運営への対応を含
む。）
教育に関する社会的、制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法（カ
リキュラム・マネジメントを含
む。）

教育の方法及び技術（情報機器及び
教材の活用を含む。）

教育実践
に関する

科目

 教育実習

 教職実践演習

幼児理解の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する
基礎的な知識を含む。）の理論及び
方法

 大学が独自に設定する科目

授 業 科 目 名
単 位

備 考

 教科及び
教科の指
導法に関
する科目

教科に関する専門的事項

科 目 区 分



 家庭 1

 体育 1

 英語 1

 国語科教育法 2

 社会科教育法 2

 算数科教育法 2

 理科教育法 2

 生活科教育法 2

 音楽科教育法 2

 図画工作科教育法 2

 家庭科教育法 2

 体育科教育法 2

 英語科教育法 2

 教育原理 2

 教育職論 2

 教育制度 2

 教育心理学 2

 特別支援基礎論 1

 教育課程論 2

 道徳教育の指導法 2

 教育の方法 2

 教育相談Ａ 1

 教育相談Ｂ 1

 教育実習指導Ⅱ 1

 教育実習指導Ⅳ 1

 教育実習Ⅱ 1

 教育実習Ⅳ 3

 教職実践演習（幼・小） 2

 学校インターンシップ指導 1

 学校インターンシップ 1

　１

必修 選択

 日本国憲法 2

 スポーツ健康論 2

 スポーツⅠ 1
1単位以上選択必修

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

 生徒・進路指導論 2

 特別活動・総合的な学習の時間の指導
法

2

教育の方法及び技術（情報機器及び
教材の活用を含む。）

生徒指導の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及
び方法

 教科及び
教科の指
導法に関
する科目

 教育の基
礎的理解
に関する
科目

教職の意義及び教員の役割・職務内
容（チーム学校運営への対応を含
む。）
教育に関する社会的、制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法（カ
リキュラム・マネジメントを含
む。）

教科に関する専門的事項

各教科の指導法（情報機器及び教材
の活用を含む。）

教育の理念並びに教育に関する歴史
及び思想

 道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

教育相談（カウンセリングに関する
基礎的な知識を含む。）の理論及び
方法

備　考　

科 目 区 分

教育実践
に関する

科目

 大学が独自に設定する科目

幼稚園教諭１種免許状及び小学校教諭１種免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法に掲げる科目のほか、同法施行規
則の定めるところにより下記の科目を履修し所定の単位を修得しなければならない。

単 位
備 考授 業 科 目 名

 日本国憲法

 体育

 「大学が独自に設定する科
目」と最低修得単位を超え
て履修した「教育の基礎的
理解に関する科目」「教育
実践に関する科目」につい
て、併せて2単位以上修得の
こと。

 教育実習

 教職実践演習



 スポーツⅡ 1

 総合英語Ⅰ 1

 総合英語Ⅱ 1

 コンピュータⅠ 1

 コンピュータⅡ 1

　２

特別支援学校教諭1種免許（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）

必修 選択

 特別支援教育論 2

 知的障害児の心理・生理・病理 2

 肢体不自由児の心理・生理・病理 2

 病弱児の心理・生理・病理 2

 知的障害教育論Ⅰ 2

 知的障害教育論Ⅱ 2

 肢体不自由教育論Ⅰ 2

 肢体不自由教育論Ⅱ 2

 病弱教育論 2

 視覚障害児の心理・生理・病理 1

 聴覚障害児の心理・生理・病理 1

 発達障害の理解 1

 視覚障害教育論 1

 聴覚障害教育論 1

 重複障害等教育論 1

 教育実習指導Ⅴ 1

 教育実習Ⅴ 2

・保育学部　国際教養こども学科

幼稚園教諭一種免許

必修 選択

 幼児と健康 1

 幼児と人間関係 1

 幼児と環境 1

 幼児と言葉 1

 幼児と表現 1

 保育内容総論 2

 保育内容指導法（健康） 2

 保育内容指導法（人間関係） 2

 保育内容指導法（環境） 2

 保育内容指導法（言葉） 2

 保育内容指導法（表現） 2

 教育原理 2

 保育者論 2

 教育制度 2

 教育心理学 2

 特別支援基礎論 1

 保育カリキュラム論 2

 教育の方法 2

 子ども理解の理論と方法 2

 情報機器の操作

科 目 区 分

 特別支援教育の基礎理論に関する科目

1単位以上選択必修

 領域及び
保育内容
の指導法
に関する
科目

 教育の基
礎的理解
に関する
科目

 道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

心身に障害のある幼児、児童又は生
徒の教育課程及び指導法に関する科
目

 特別支援教育の基礎理論に関する科目

教育の方法及び技術（情報機器及び
教材の活用を含む。）

幼児理解の理論及び方法

心身に障害のある幼児、児童又は生
徒の心理、生理及び病理に関する科
目

心身に障害のある幼児、児童又は生
徒の教育課程及び指導法に関する科
目

 免許状に
定められる
こととなる
特別支援教
育領域以外
の領域に関
する科目

科 目 区 分

領域に関する専門的事項

保育内容の指導法（情報機器及び教
材の活用を含む。）

教育の理念並びに教育に関する歴史
及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内
容（チーム学校運営への対応を含
む。）
教育に関する社会的、制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む。）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法（カ
リキュラム・マネジメントを含
む。）

 特別支援
教育領域
に関する
科目

心身に障害のある幼児、児童又は生
徒の心理、生理及び病理に関する科
目

小学校教諭１種免許状の授与を受けようとする者は、小中免許特例法の定めるところにより「介護等の体験」を行わなければなら
ない。

授 業 科 目 名
単 位

授 業 科 目 名
単 位

備 考

備 考

 体育

 外国語コミュニケーション



 教育相談 1

 教育実習指導Ⅰ 1

 教育実習指導Ⅱ 1

 教育実習Ⅰ 2

 教育実習Ⅱ 2

 教職実践演習（幼） 2

 発達心理学 2

 教育実習入門 1

 児童文化 2

 多文化共生研究 2

 幼児音楽Ａ 1

 幼児音楽Ｂ 1

 幼児造形Ａ 1

 幼児造形Ｂ 1

 幼児体育Ａ 1

 幼児体育Ｂ 1

　１ 幼稚園教
諭１種免

必修 選択

 日本国憲法 2

 スポーツ健康論 2

 スポーツⅠ 1

 スポーツⅡ 1

 総合英語Ⅰ 1

 総合英語Ⅱ 1

 コンピュータⅠ 1

 コンピュータⅡ 1

・学芸学部　英語学科

中学校教諭一種免許（英語）、高等学校教諭一種免許（英語）

必修 選択

 English Linguistics 2

 English Phonetics I 2

 English Phonetics Ⅱ 2

 Theory of English Structure 2

 Applied Linguistics 2

 イギリス文学入門 2

 アメリカ文学入門 2

 American Literature 2

 British Literature 2

 Listening and Speaking Ⅲ 2

 Listening and Speaking Ⅳ 2

 Communicative English I 1

 Communicative English Ⅱ 1

 異文化研究 2

 American Studies 2

 British Studies 2

 英語科教育法Ⅰ 2

 英語科教育法Ⅱ 2

 英語科教育法Ⅲ 2

 英語科教育法Ⅳ 2

 教育原理 2

 教職入門 2

1単位以上選択必修

授 業 科 目 名
単 位

備 考

 教育の基
礎的理解
に関する
科目

教育の理念並びに教育に関する歴史
及び思想

授 業 科 目 名
単 位

 道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

教育実践
に関する

科目

 教育実習

 教職実践演習

教育相談（カウンセリングに関する
基礎的な知識を含む。）の理論及び
方法

英語学

英語文学

英語コミュニ
ケーション

異文化理解

教職の意義及び教員の役割・職務内
容（チーム学校運営への対応を含
む。）

 教科及び
教科の指
導法に関
する科目

教科に関する専門
的事項

各教科の指導法（情報機器及び教材
の活用を含む。）

 大学が独自に設定する科目

科 目 区 分

 体育

 外国語コミュニケーション

 情報機器の操作

科 目 区 分

 日本国憲法

備　考　

「大学が独自に設定する科
目」と最低修得単位を超え
て履修した「領域及び保育
内容の指導法に関する科
目」又は「教育の基礎的理
解に関する科目」「道徳、
総合的な学習の時間等の指
導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目」「教育
実践に関する科目」につい
て、併せて14単位以上を修
得

備 考



 教育行政・制度論 2

 教育心理学 2

 特別支援基礎論 1

 教育課程論 2

 道徳教育の指導法 2
「道徳教育の指導法」は中
免取得の場合のみ必修

　

 教育方法・技術論 2

 教育相談 2

 教育実習指導 1

 教育実習Ⅰ 4 「教育実習Ⅰ」または

 教育実習Ⅱ 2 「教育実習Ⅱ」を必修

 教職実践演習Ⅰ（中・高） 1

 教職実践演習Ⅱ（中・高） 1

 学校教育インターンシップ 2

　１

 必修  選択

 日本国憲法 2

 スポ－ツ健康論 2

 スポーツⅠ 1

 スポーツⅡ 1

 Listening and Speaking I 2

 Listening and Speaking Ⅱ 2

 コンピュータⅠ 1

 コンピュータⅡ 1

２

３

　

中学校の教育職員免許状の授与を受けるための必要最低単位のうち、「教科又は教職に関する科目」は最低修得単位を超えて履修
した「教科に関する科目」若しくは「教職に関する科目」について、併せて8単位以上修得
高等学校の教育職員免許状の授与を受けるための必要最低単位のうち、「教科又は教職に関する科目」は最低修得単位を超えて履
修した「教科に関する科目」若しくは「教職に関する科目」について、併せて16単位以上修得

中学校教諭１種免許状の授与を受けようとする者は、小中免許特例法の定めるところにより「介護等の体験」を行わなければなら
ない。

中学校教諭１種免許状及び高等学校教諭１種免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法に掲げる科目のほか、同法施行
規則の定めるところにより下記の科目を履修し所定の単位を修得しなければならない。

1単位以上選択必修

 教育の基
礎的理解
に関する
科目

 道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

 特別活動・総合的な学習の時間の指導
法

2

 生徒・進路指導論 2

「大学が独自に設定する科
目」の選択科目又は最低修
得単位を超えて履修した
「教科及び教科の指導法に
関する科目」又は「教育の
基礎的理解に関する科目」
について、中学校教諭1種免
許は4単位以上、高等学校教
諭1種免許は12単位以上を併
せて修得

 教職実践演習

 大学が独自に設定する科目

幼児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒に対する理解

 体育

備考授業科目名
単　位

 外国語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ

 情報機器の操作

教育課程の意義及び編成の方法（カ
リキュラム・マネジメントを含
む。）

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情報機器及び
教材の活用を含む。）

生徒指導の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及
び方法

教育相談（カウンセリングに関する
基礎的な知識を含む。）の理論及び
方法

 教育実習

教育に関する社会的、制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む。）

科 目 区 分

 日本国憲法

備　考　



（別表第３）

・保育学部　保育学科

保育士資格に関する科目

必修 選択

現代社会と女性 2

女性とジェンダー 2

女性と家庭教育 2

コンピュータⅠ 1

コンピュータⅡ 1

基礎演習Ⅰ 1

基礎演習Ⅱ 1

総合英語Ⅰ 1

総合英語Ⅱ 1

スポーツ健康論 2

スポーツⅠ 1

スポーツⅡ 1

保育原理 2

教育原理 2

子ども家庭福祉Ⅰ 2

社会福祉 2

子ども家庭支援論 2

社会的養護Ⅰ 2

保育者論 2

発達心理学 2

子ども家庭支援の心理学 2

子ども理解の理論と方法 2

子どもの保健 2

子どもの食と栄養Ⅰ 2

保育カリキュラム論 2

保育内容総論 2

保育内容指導法（健康） 1

保育内容指導法（人間関係） 1

保育内容指導法（環境） 1

保育内容指導法（言葉） 1

保育内容指導法（表現） 1

幼児と健康 1

幼児と人間関係 1

幼児と環境 1

幼児と言葉 1

幼児と表現 1

乳児保育Ⅰ 2

乳児保育Ⅱ 1

子どもの健康と安全 1

障害児保育 2

社会的養護Ⅱ 1

子育て支援 1

保育実習Ⅰ（保育所） 2

保育実習Ⅰ（施設） 2

保育実習指導Ⅰ（保育所） 1

保育実習指導Ⅰ（施設） 1

保育実践演習 2

教育制度 2

教育心理学 2

特別支援基礎論 1

保幼小連携基礎論 1

保幼小連携総論 1

保育内容指導法（健康） 1

保育内容指導法（人間関係） 1

保育内容指導法（環境） 1

保育内容指導法（言葉） 1

保育内容指導法（表現） 1

幼児音楽ⅠＡ 2

幼児音楽ⅠＢ 2

幼児造形Ⅰ 1

幼児体育Ⅰ 1

専

門

教

育

科

目

区
分

授 業 科 目 名
単 位

備 考

教
養
科
目

選択必修

　この分野から９単位以上修得の
こと

　ただし、保育実習Ⅱ・保育実習
指導Ⅱと保育実習Ⅲ・保育実習指
導Ⅲは、いずれかを選択必修とす

る

選択必修



児童文化 2

子どもの食と栄養Ⅱ 2

乳児保育Ⅲ 1

保育実習Ⅱ 2

保育実習Ⅲ 2

保育実習指導Ⅱ 1

保育実習指導Ⅲ 1

・保育学部　国際教養こども学科

保育士資格に関する科目

必修 選択

現代社会と女性 2

女性とジェンダー 2

女性と家庭教育 2

コンピュータⅠ 1

コンピュータⅡ 1

基礎演習Ⅰ 1

基礎演習Ⅱ 1

総合英語Ⅰ 1

総合英語Ⅱ 1

スポーツ健康論 2

スポーツⅠ 1

スポーツⅡ 1

保育原理 2

教育原理 2

子ども家庭福祉 2

社会福祉 2

子ども家庭支援論 2

社会的養護Ⅰ 2

保育者論 2

発達心理学 2

子ども家庭支援の心理学 2

子ども理解の理論と方法 2

子どもの保健 2

子どもの食と栄養 2

保育カリキュラム論 2

保育内容総論 2

保育内容指導法（健康） 1

保育内容指導法（人間関係） 1

保育内容指導法（環境） 1

保育内容指導法（言葉） 1

保育内容指導法（表現） 1

幼児と健康 1

幼児と人間関係 1

幼児と環境 1

幼児と言葉 1

幼児と表現 1

乳児保育Ⅰ 2

乳児保育Ⅱ 1

子どもの健康と安全 1

障害児保育 2

社会的養護Ⅱ 1

子育て支援 1

保育実習Ⅰ（保育所） 2

保育実習Ⅰ（施設） 2

保育実習指導Ⅰ（保育所） 1

保育実習指導Ⅰ（施設） 1

保育実践演習 2

教育制度 2

教育心理学 2

海外の保育 2

特別支援基礎論 1

保育内容指導法（健康） 1

保育内容指導法（人間関係） 1

保育内容指導法（環境） 1

保育内容指導法（言葉） 1

専

門

教

育

科

目

　この分野から９単位以上修得の
こと
　ただし、保育実習Ⅱ・保育実習
指導Ⅱと保育実習Ⅲ・保育実習指
導Ⅲは、いずれかを選択必修とす
る

区
分

授 業 科 目 名
単 位

備 考

教
養
科
目

選択必修

選択必修

専

門

教

育

科

目

　この分野から９単位以上修得の
こと

　ただし、保育実習Ⅱ・保育実習
指導Ⅱと保育実習Ⅲ・保育実習指
導Ⅲは、いずれかを選択必修とす

る



保育内容指導法（表現） 1

幼児音楽Ａ 1

幼児音楽Ｂ 1

幼児造形Ａ 1

幼児造形Ｂ 1

幼児体育Ａ 1

幼児体育Ｂ 1

児童文化 2

保育実習Ⅱ 2

保育実習Ⅲ 2

保育実習指導Ⅱ 1

保育実習指導Ⅲ 1

専

門

教

育

科

目

　この分野から９単位以上修得の
こと
　ただし、保育実習Ⅱ・保育実習
指導Ⅱと保育実習Ⅲ・保育実習指
導Ⅲは、いずれかを選択必修とす
る



（別表第４）                                                                             

保育学部　保育学科・国際教養こども学科                                                                          

学芸学部   

（単位：円）

費 目 納 付 金 額 備 考

入 学 検 定 料 35,000

入 学 金 200,000

授 業 料 744,000 年 額

教 育 充 実 費 392,000 年 額

演 習 教 材 費 40,000 年 額

                                                                                           実　  　習　  　費 100,000
年額、国際教養こども
学科のみ

                                                                                           

（注）１．社会人入学制度によって入学した者の授業料及び教育充実費については、上表の半額とする。

      ２．外国人留学生入学制度によって入学した者の入学金、授業料、教育充実費、演習教材費及び

          実習費については、及び演習教材費については、上表の半額とする。

３．同学園から入学した者の入学金は、上表の半額とする。

　　  ４．３年次編入学者の入学金は、上表の半額とする。

　　ただし、同学園及び外国の提携大学からの編入学者の入学金は、免除する。

      ５．修業年限を超えた者の授業料等納付金については、別に定める。５．再入学者の入学金は、免除する。

                                                                                         ６．修業年限を超えた者の授業料等納付金については、別に定める。


